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会 議 の 顛 末 

教育長 開会の辞 

ただいまから西尾市教育委員会１月定例会を開会いたします。 

教育長 それでは、議事進行は、あらかじめ配布されております、会議日程に基づいて進

めさせていただきます。 

 １ 会議録署名委員の指名 

教育長 会議録の署名委員は、石崎委員、武内委員 を指名します。 

 ２ 前回会議録の承認 

教育長 前回定例会の会議録につきましては、すでに委員の皆様方のお手元に送付してご

ざいますが、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

承認してもよろしい方は、挙手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め、前回定例会の会議録については、原案どおり承認することと

いたします。 

 ３ 報告事項 

教育長 （１）教育長報告 

明けましておめでとうございます。本年も西尾市の教育のため、子どもたちのた

めに、お力添えくださいますようお願いいたします。事務局といたしましても全力

で取り組んでまいります。 

正月二日、「江戸からきたキラくん」を楽しく観ました。吉良さん愛と西尾愛の

詰まったほのぼのとしたドラマでした。テレビ画面に地元の風物が映るたびに、な

ぜか嬉しくなってしまったのですが、これも郷土愛でしょうか。劇中、「忠臣蔵」

を「元禄赤穂事件」と訂正する場面が二度もあり、この意味が市民全体、できれば

全国に広まることを願うところです。昨今増えてきた歴史番組の中で取り上げてく

れても良さそうなものですが・・・・・・。 

元日の地震では、突然響いた警報音に、一瞬ついに東南海地震かと肝を冷やしま

した。折しも帰省していた娘たちが、近くの海岸に散歩に出かけていたので、大急

ぎで電話しましたが、すぐには呼び出し音が鳴らず少し慌てました。被災地の能登

では、正月休みの帰省先で被災された方さえみえました。津波の被害もありました

が、それ以上に震度６強を超える揺れは、主に耐震補強のしていない家屋を倒壊さ

せ、火事も起こしました。東南海地震に襲われた場合、本市でもその可能性は否め

ません。子どもを預かる私たちとしては、もしも今回のような地震が平日に起きた

ら、さらには登下校中だったらと考えると背筋が寒くなります。先週の校長会では、

最大限リアルな避難訓練をしていくことをお願いしました。来年度は、さらに場面

に応じた避難訓練を年間計画に位置付けたいと思います。 

また、羽田空港では、二次災害と言える悲しい事故が起きてしまいました。旅客

機の乗客が無事であったことは何よりですが、ヒューマンエラーがあったにせよ、

被災地に向かう救援機で亡くなられた方たちの無念は、いかばかりかと胸が痛みま

す。大きな災害のたびに、我が身を顧みずに、人命救助の悪戦苦闘を担ってきた方

たちのご冥福を祈るばかりです。 

深刻化する自然災害、混迷さを増す国際社会に加えて第四次産業革命のもたらす

不透明な未来と問題は山積ですが、私たち教育に携わる者は、「子どもたちは未来



そのものである」という金言を高く掲げて、本市の子どもたちを逞しく育てること

に邁進していきたいと思います。 

教育長 続きまして（２）教育部長報告をお願いします。 

教育部長 （２）教育部長報告 

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

私からは、２点ご報告させていただきます。 

１点目は、昨年の西尾市議会１２月定例会についてです。 

昨年１２月２１日に閉会した西尾市議会１２月定例会ですが、１２月の教育委員

会定例会でご紹介した、教育委員会の関係議案につきましては、すべての議案が可

決成立しました。 

２点目は、三河新報と愛三時報における市長の新春インタビューの関係です。 

２０２４年のスローガンは、「人が輝き、まちが躍動する、共生・共創のまちづく

り」で、市長任期の 4年間は不変のものであります。 

引き続き、一人ひとりをかけがえのない存在として尊重し、誰もが自分に居場所

があると感じ、輝くことができる社会の実現を目指していくこと、官民連携を積極

的に展開して市民サービスの充実に努めていくことで、多くの市民がワクワクで

き、躍動感に満ちたまちとなるよう、力強く各種施策を推進していく決意を示して

います。 

また、新年度（令和６年度）は近年にない不透明で厳しい状況下での予算編成に

なることが予測されることもあり、２０２４年のまちづくりについて「行財政の効

率化を進めつつ、行政としても知恵を絞り、また民間事業者の意欲や知恵、ノウハ

ウを生かしながら、西尾市の更なる発展につなげていきたい。」とも語っておりま

す。 

そして、教育委員会関係の事業では、「共生社会実現のために全世代の市民が集

う多様な学び・交流の場」として、生涯学習センターの建設がコンペにより設計案

も決まり完成のイメージが目に見える形になってまいりました。設計コンペにより

選定された設計案をもとに詳細な設計を定めてまいります。誰でも使える貸室、屋

内遊具を充実させた子どもワクワク広場、不登校などの悩みを抱える子ども・若者

に寄り添うあゆみ学級やコンパス、外国籍の子供を支援する多文化ルーム KIBOU な

どを配置した複合施設です。そして、生涯学習センターの建設に合わせ、遊具や蒸

気機関車が設置してある現在の西尾公園と一体的に再整備することで、より多くの

方が楽しめるようになります。 

また、平坂中学校の校舎建設、吉良中学校改築校舎の実施設計、西野町小学校校

舎の長寿命化改修工事、令和６年の NHK 大河ドラマ「光る君へ」放映に合わせた岩

瀬文庫企画展の開催、新編西尾市史においては「資料編５ 近現代」と「別編 自

然 1」の２冊刊行が紹介されております。その他にも、非常勤講師の「教科担任」、

特別支援教育の充実を図る「教育アシスタント」、外国籍児童生徒の日本語指導を

行う「日本語指導支援員」等人的配置の拡充などの事業が令和６年度の目玉事業と

して紹介されております。 

令和６年度も様々な課題に直面するかと思いますが、より多くの事業を着実に実

施できるように、事務局職員が一丸となって事業を進めてまいりますので、教育委

員のみなさんにもお力添えをお願いいたします。 

私からは以上です。 



教育長 日程３を終わります。 

日程４、議案審議を議題とします。 

「議案第１号 学校休業日の設定について」提案理由の説明をお願いします。 

学校教育課長 ただ今、議題となりました「議案第１号 学校休業日の設定について」、ご説明

申し上げます。資料１ページをご覧ください。 

本議案の提案理由につきましては、愛知県教育委員会から、令和５年度より１１

月２１日から２７日までの「あいちウィーク」期間中の１日を「県民の日学校ホリ

デー」として休業日とするように依頼を受け、新たに学校休業日を設定する必要が

生じたため、「西尾市立学校管理規則第６条第２項第５号」に基づき、承認を求め

るものでございます。 

令和６年度の県民の日学校ホリデーは、校長会とも相談し、２学期末テストの成

績処理等の期間を考慮し、１１月２５日の月曜日としたいとするものでございま

す。 

以上、議案第１号の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますよ

うお願い申し上げます。 

教育長 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

教育長 特に質疑もないようですので、これをもって質疑を終わります。 

これより議案第１号を採決します。 

本案は、原案どおり承認することに、ご異議はありませんか。よろしい方は、挙

手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め本案は、原案どおり承認いたします。 

教育長 日程４を終わります。 

日程５、その他を議題とします。（１）「吉良中学校校舎改築基本設計の概要につ

いて」、説明をお願いします。 

教育庶務課長 ただいま議題となりました、「その他議題（１） 吉良中学校校舎改築基本設計の

概要について」、ご説明申し上げます。 

別綴じの「その他議題（１）資料」の１ページをご覧ください。 

このたび、令和７年度から工事予定の吉良中学校の校舎改築に関しまして、今年

度実施の基本設計の内容がまとまってまいりましたので、その概要についてご説明

いたします。 

なお、説明する内容につきましては、令和５年１２月２８日時点のものでござい

ます。今後変更となる可能性がございますことをご承知願います。 

はじめに、「１ 構造・面積」につきましては、 

校舎は「鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造３階建て」で、延べ床面積は、１階か

ら屋上階までで「計７，５６９.３３平方メートル」、建築面積は「２，８９３.７

０平方メートル」で、 

渡り廊下は「鉄骨造２階建て」、自転車置場・クラブハウスは「鉄骨造平屋建て」

で、延べ床面積と建築面積はそれぞれ表のとおりでございます。 

次に、「２ 整備する諸室」につきましては、（１）が校舎、（２）がクラブハウ

スで、各階の「室名」とカッコ内に「室数」を示しております。詳しくは、４ペー

ジ以降でご説明いたします。 



「３ 今後のスケジュール」につきましては、 

令和６年度に実施設計を行いまして、令和７年度・８年度に校舎改築工事、令和

９年度・１０年度に旧校舎の解体工事と外構整備工事を行う予定です。 

２ページをご覧ください。 

こちらは「外観イメージ」でございます。 

上が北西から見たもので、下が南東から見たものでございます。 

３ページをご覧ください。 

こちらは「配置計画図・動線計画図」でございます。 

中央の水色の箇所が建設予定の「校舎」と校舎西側から体育館を結ぶ「渡り廊下」、

校舎北側に「自転車置場」とその北側に「クラブハウス」がございます。 

「校舎」の配置につきましては、昨年度、基本計画を策定する際に「生徒と先生

の動線に配慮すること」や「コスト面・学校運営面を考慮して仮設校舎は設置しな

いこと」、また「体育館とプールは今回は改築せず引き続き使用するため、将来の

体育館などの建替え位置も考慮すること」といった条件整理を行い決定したもの

で、校舎の形はＬ字形となっております。 

図の中の、赤色の矢印が「車の動線」で、緑色の矢印が「自転車の動線」でござ

いまして、緑色の自転車の動線を見ていただきますと、北側は既存の北門から「け

やき並木」を通って自転車置場に入る動線としており、南側は、正門は赤色の「車

の動線」としておりますので、自転車は、正門を避け、正門の東側、グラウンド寄

りに新設する「南通用門」と「自転車道」から校舎東側を通って自転車置場に向か

う動線としております。 

左上のテニスコートなどは、現在の校舎部分に当たるため、現在の校舎解体後に

整備を行います。 

なお、テニスコートの南側にある「多目的運動スペース」は吉良中学校の生徒の

皆さんのご意見をもとに整備することとしたもので、こちらの運動スペースと校舎

の南側の正門の隣りの「正門広場の東側のスペース」は、今後吉良中学校の生徒の

皆さんのご意見を参考に整備内容を決定してまいります。 

こちらの配置計画・動線計画において、昨年度策定した基本計画から変更した点

について申し上げます。基本計画では、現在学校敷地を南北に通る「けやき並木」

をそのまま活かし、校舎１階部分を「自転車道」が通り抜ける計画としておりまし

たが、その「自転車道」につきましては、校舎全体の配置計画を学校と協議する中

で取りやめることといたしました。 

４ページをご覧ください。「１階平面図」です。 

校舎は中央の廊下を挟んで両側に各室を配置しております。 

南側に配置した緑色の箇所が、「普通教室（６教室）」とその東側（右側）の２教

室が「特別支援教室」でございます。 

北側の紫色の箇所が「特別教室」で、１階には「音楽室」と「技術室」を配置し

ております。 

「音楽室」は、昨年度の基本計画では３階に配置をしておりましたが、吉良中学

校の先生方と私どもで半田市の中学校を視察した際に、その中学校では楽器の運搬

を考慮して１階に音楽室を配置しており、吉良中学校も同様に１階に音楽室を配置

することといたしました。 

中央のオレンジ色の箇所は「学年ワークスペース」と「オープンスペース」でご



ざいまして、学年集会やグループ学習、作品展示などでの利用を想定しております。 

なお、オレンジ色の中央あたり（昇降口①のすぐ下あたり）の白色の「階段」は、

１階から３階まで続く「大階段」となっております。 

生徒用の昇降口は２か所ございまして、「大階段」の北側の「昇降口①」は、大

階段を利用する２階・３階の生徒用の昇降口で、その右上の「昇降口②」は１階の

生徒用の昇降口となっております。 

なお、「エレベーター」は校舎西側の端、北側の隅に配置する「配膳室」に設置

をし、給食の配膳のほか、階段の利用が困難な方にも利用していただくことを想定

しております。階段の利用が困難な方の動線としましては、昇降口から校舎内に入

っていただく動線のほか、エレベーターのすぐ西側の出入口から校舎内に入ってい

ただく動線も想定しており、西側の出入口の外側にはスロープを設置いたします。 

５ページをご覧ください。「２階平面図」です。 

２階も「普通教室（６教室）」は南側に配置しておりますが、「特別支援教室」は

１階とは異なり北側に配置しております。 

これは「普通教室から離れた教室の方がよい」という生徒に配慮した配置でござ

います。「特別支援教室④」の南側には「学習室（通級教室）」を配置しております。 

水色の箇所は、職員室・会議室などの「管理諸室」です。 

「職員室」は、昨年度の基本計画では北側に配置しておりましたが、学校の希望

により、普通教室に近く、校舎の中心である南東角に変更いたしました。 

オレンジ色の北側部分は「図書室」と「ＩＣＴ教室」で、昨年度の基本計画では

南東角、この平面図の「職員室」の位置に配置をしておりましたが、図書の日焼け

防止などを考慮し変更いたしました。この「図書室」と「ＩＣＴ教室」は、生徒が

図書やタブレット端末を利用して、教室で学んだことを確かめ、広げ、深め、また、

資料を集めて読み取り、自分の考えをまとめて発表するなど、生徒の主体的な学習

環境を支援する「学習・情報センター」の機能・役割を有する空間といたします。 

オレンジ色の中央白色の「大階段」は吹抜けとなっております。 

なお、２階には「学年ワークスペース」がございませんが、必要に応じて、１階

または３階の「学年ワークスペース」や、場合によっては渡り廊下から体育館に移

動して体育館や武道場を利用することを想定しております。 

６ページをご覧ください。「３階平面図」です。 

北側に紫色の「特別教室（家庭科室・美術室・理科室）」を配置しており、中央

にオレンジ色の「学年ワークスペース」、南側に「普通教室（６教室）」と「普通教

室」の東側（右側）に「多目的スペース」を配置しております。この「多目的スペ

ース」は、小人数教室などでの利用を想定しておりますが、将来学級数が増加した

場合には、２分割して「普通教室（２教室）」として利用する予定です。 

７ページは「屋上階の平面図」です。 

８ページ・９ページが「立面図」で、１０ページが「断面図」です。 

屋上階には、Ｌ字形校舎の東西方向と南北方向のそれぞれに「明かり取りのため

の高窓」を設けており、２階・３階の吹抜け部分を通して、自然光を１階まで取り

込むようにしております。また、この高窓は自然換気ができるよう一部開閉式とい

たします。 

１０ページの「断面図」をご覧いただきますと、１階から屋上階までの「大階段」、

「吹抜け」、「明かり取りのための高窓」がイメージしやすいと思います。 



なお、資料にはございませんが、吉良中学校の改築（新校舎の建設）にあたって

は、将来の「学校施設の地域開放」を見据えて校舎内の「開放エリア」を想定し、

開放するエリアと開放しないエリアを区分けできるよう必要なセキュリティ計画

を予定しております。 

また、事業費につきましては、５０億円を目標に進めてまいりましたが、今年度

実施したアスベスト調査の結果、旧校舎の解体時にアスベスト処理をする必要があ

り、その処理に多額の費用がかかることが判明いたしました。 

そのほかにも、物価の上昇や人件費の上昇などの要因も重なり、事業費を目標額

５０億円以内に収めることが厳しい状況となっておりますが、できるだけ目標金額

に近づけられるよう、現在 設計内容の精査を行っているところでございます。 

以上、その他議題（１）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

武内委員 ２階平面図のトップライトとは何の設備ですか。 

教育庶務課長 １階の庇部分になりますが、１階が暗くならないよう、庇部分にガラスを設置す

るものです。トップライトの設置部分については現在検討中のため、変更になる可

能性がございます。 

教育長 模型やＣＧなどは、どの段階でできますか。 

教育庶務課長 基本設計の仕様書では作成を求めておりません。ただし、ＣＧについては一部業

者が作成しており、学校との打ち合わせなどで使用しています。 

藤井委員 学年ワークスペースは、５×８枠となっていますが、常設の椅子ですか。 

教育庶務課長 普段はスペースのみで、椅子などは必要な時に教室から運んでくる想定です。 

武内委員 事業費５０億円とのことですが、国の補助金はどのようですか。 

教育庶務課長 建築物の危険度の点数によっては補助金の対象となりますが、今回は補助対象と

ならないため、全額市費となります。 

藤井委員 アスベストの処理業者は決まっていますか。処理費用の金額はどのようか。 

教育庶務課長 業者は未定です。処理費用額も不明ですが、数億円は掛かる見込みです。 

教育部長 アスベスト処理に関しては、当然、事前調査を実施します。昔に比べ、ずいぶん

と基準が厳しくなってきており、調べてみると、吉良中の校舎では塗装の下地材な

どにもアスベストが使われている状況です。子どもたちに影響が出ないかたちで、

どのような方法で最低限の費用で安全に処理していくのか、今後、引き続き検討し

てまいります。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして、（２）「西野町小学校長寿命化改修実

施設計の概要について」、説明をお願いします。 

教育庶務課長 ただいま議題となりました、その他議題（２）「西野町小学校長寿命化改修実施

設計の概要について」、ご説明申し上げます。 

別綴じの「その他議題（２）資料」の１ページをご覧ください。 

西野町小学校の校舎は、建設後４０年が経過し老朽化に加えて機能の低下が進ん

でいるため、西尾市学校施設長寿命化計画に基づき、令和６年度・７年度の改修工

事を行います。 

このたび、今年度実施の実施設計の内容がまとまってまいりましたので、その概

要についてご説明いたします。 

なお、説明する内容につきましては、今後変更となる可能性がございますことを



ご承知願います。 

はじめに 「１ 工事概要」について、表に沿って「改修箇所」と「改修内容」

を順にご説明いたします。 

「外部」につきましては、「屋上」は、「改質アスファルト防水シート」を葺き替

え、防水シート下に２５㎜の断熱材を追加いたします。 

「外壁」は、浮きやひび割れの補修を行い、防水形複層塗材で仕上げます。 

「窓サッシ」は、工期の縮減・費用の削減のため、既存の枠を活用した工法で取

り替え、また、断熱性能を高めるため、強化単板ガラスを強化複層ガラスに取り替

えます。 

次に「内部」につきまして、共通事項として、 

「天井」は、化粧プラスターボード箇所は下地処理を行い塗装で仕上げ、岩綿吸

音板箇所は張替えをいたします。 

「内壁」は、ひび割れ補修を行い塗装で仕上げ、 

「教室と廊下の間仕切り」は、工期の縮減・費用の削減のため、既存の枠を活用

した工法で、出入口の扉を含め、現在のアルミ製からスチール製に取り替え、ガラ

ス部分は強化単板ガラスに取り替えます。 

「黒板」は、枠は再利用し、黒板シートを増貼りし、 

「ロッカー」は、現在の４８マスから３９マスに取り替え、 

「床」は、フローリング箇所は、研磨を行いワックスで仕上げ、長尺シート箇所

は、貼り替えます。 

「内部」の「上記以外の改修内容」としましては、１階の「家庭科室」は、調理

実習机や作り付け家具等を取り替え、 

「特別活動室(万歳の部屋)」は、外部から出入りできるように改修し、 

「下駄箱」は、現在の４８マスから４２マスに取り替えます。 

２階の「スタジオ」は、室内の一部を寄贈作品等の展示スペースに改修し、 

「集会室」は以前視聴覚室であったために残っている配線用ピットは穴埋めを行

い、長尺シートで貼り替えます。 

３階の「理科室」は、実験台や作り付け家具等を取り替え、「ギャラリー御所」

は普通教室に改修します。 

２ページをご覧ください。 

「設備」につきましては、「電気設備」は、「受変電設備」を更新し、校舎内部の

配線を取り替え、「ガス設備」は、「ガス配管」を取り替えます。 

「給水設備」は、「高架水槽方式」を「受水槽方式」に変更し、「給水管」を取り

替えます。 

「照明器具」は、校舎内部の「蛍光灯照明器具」を「ＬＥＤ照明器具」に取り替

え、 

「空調設備」は、校長室、職員室、保健室等の既存室は更新し、特別教室、給食

室、配膳室は新設します。 

「消防設備」は消火管を取り替え、「給食用エレベーター」は小型荷物用を人荷

用に取り替え、「多目的トイレ」は新設し、「スロープ」は緩やかな勾配に改修しま

す。 

「２ 工事スケジュール」につきましては、「第Ⅰ期工事」は令和６年度に実施

し、主に「校舎東側」を改修いたします。 



ただし、「空調設備」の更新・新設は「第Ⅱ期工事」で実施する予定です。 

「第Ⅱ期工事」は令和７年度に実施し、主に「校舎西側」を改修いたします。 

３ページ以降が工期ごとの改修区域を示す各階の平面図で、３ページ・４ページ

が「第Ⅰ期工事」、５ページ・６ページが「第Ⅱ期工事」の平面図でございます。 

３ページの表題の下に「色分け」の説明がございまして、「オレンジ色」は夏休

み期間中の「８月３０日までに改修」する箇所、「青色」は夏休み期間を越えて「９

月３０日までに改修」する箇所で１階では東の端（右端）の「家庭科室」などがこ

れに該当します。「緑色」は「９月１日から９月３０日までの間、３階の普通教室

３教室の代替室として利用する部屋」で１階では中央左側の「会議室」がこれに該

当します。「ピンク色」は「夏休み期間中の仮設職員室」で１階西の端（左の端）

の「図工室」がこれに該当します。「黄色」は屋上の「防水シートの葺替え範囲」

で４ページに３階と屋上の平面図がございます。 

５ページ・６ページの「第Ⅱ期工事」の平面図は「オレンジ色」「青色」「黄色」

の３色で色分けをしており、１階の中央から少し東側（右側）のところに「多目的

トイレ」の新設箇所を青色で示しております。 

最後にこちらの事業費につきましては、「第Ⅰ期工事」と「第Ⅱ期工事」を合わ

せて、現時点では「約９億円」と見込んでおります。 

以上、その他議題（２）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして、（３）「令和５年度卒業証書授与式へ

の臨席者について」、説明をお願いします。 

学校教育課長 ただいま議題となりました、その他議題（３）「令和５年度卒業証書授与式への

臨席者について」、ご説明申し上げます。 

資料３ページ、その他議題（３）資料をご覧ください。 

卒業証書授与式における中学校の「教育委員会告辞」、小学校の「教育委員会励

ましの言葉」につきましては、毎年、教育委員の皆様及び資料にお名前を挙げさせ

ていただいた方々にご臨席を賜り、お願いしております。 

期日につきましては、中学校が３月６日(水)、小学校が３月１９日(火)を予定し

ております。 

それぞれの式の開始時刻につきましては、後日、案内状が届きますので、ご確認

をお願いいたします。 

また、「告辞」「励ましの言葉」の原稿につきましては、一週間前までにお送りを

いたします。必要に応じて変更していただけたらと思います。 

なお、この案につきましては、今後、臨席者の都合等により変更となる場合もご

ざいますのでご了承ください。 

ご多用のところ、お手数をおかけしますがお力添えをよろしくお願いします。 

以上で、その他議題（３）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして、（４）「第１０回尾﨑士郎賞の選考結

果について」、説明をお願いします。 

文化財課長 ただいま議題となりました、その他議題（４）「第１０回尾﨑士郎賞の選考結果

について」、ご説明申し上げます。資料４ページをご覧ください。 



はじめに「尾﨑士郎賞」とは、吉良町横須賀出身の小説家・尾﨑士郎の没後５０

周年の平成２５年に、郷土作家に対する顕彰と文学への想いを未来へ受け継ぐため

に創設したもので、４００字詰め原稿用紙５枚、２，０００文字以内で記された作

文やエッセイを全国から公募して表彰するものです。 

１ 今回の応募作品数は、小学生の部１，４０９点、中学生の部１，３９６点、

高校生・一般の部９２点、合計２，８９７点でした。 

２ 受賞者ですが、最優秀賞には一色中部小学校６年生の野村真司さん、優秀賞

に鶴城中学校３年生の井上力輝さんの作品が選考されました。 

なお、入選作品については、小学生から高校生・一般までのすべての部門で１５

点、佳作作品は２２点が選考されました。入選及び佳作の受賞者は資料６ページま

でに示す表のとおりです。 

３ 作品選考の審査員は、文芸評論家で愛知淑徳大学教授の 清水良典氏にお願

いしました。 

４ 表彰式は、２月１７日（土曜日）午後２時より、吉良図書館で開催いたしま

す。 

５ その他として、②本賞は今回の１０回目を機に公募制は終了して、来年度か

らは市内の小中学生対象の作文賞として改編することを予定しています。 

以上でその他議題（４）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして、（５）「第２次西尾市スポーツ推進計

画の策定状況について」、説明をお願いします。 

スポーツ振興

課長 

ただいま議題となりました、その他議題（５）「第２次西尾市スポーツ推進計画

の策定状況について」、ご説明申し上げます。 

その他議題（５）資料をご覧ください。 

本計画の策定にあたりましては、学識経験者、各種関係団体の代表者等で構成す

る策定委員会を令和５年８月８日と１１月１４日の２回開催し、委員の皆様からご

意見等を伺っております。 

本日は、これらの審議を経て、取りまとめました計画(案)について、ご説明させ

ていただきますので、宜しくお願いいたします。 

その他議題（５）資料 表紙裏面の目次をご覧ください。 

計画は第１章から第５章までの５章構成となっております。 

１ページをご覧ください。第１章では、計画策定の背景と趣旨および、計画の位

置づけと期間を整理しております。 

５ページからの第２章では、本市のスポーツ推進の現状といたしまして、現在、

市や関係団体の取り組んでいるスポーツ施策の現状をデータとあわせて整理しま

した。 

また、一昨年度（２０２１年度）実施しました「スポーツに関する市民アンケー

ト」の結果の一部を整理するなどし、第２章の最後、３２ページからになりますが、

２－４として「スポーツ推進に向けた課題」をまとめております。 

３５ページをご覧ください。ここからが計画部分になります。 

本計画の基本理念は、第１次計画の基本理念を継承し、また、「にしお未来創造

ビジョン」のスポーツ分野における「目指す姿」に沿う理念として、『スポーツで



元気になるまち西尾～すべての人にスポーツの喜びを～』としました。 

３６ページをご覧ください。この基本理念のもとに、基本方針１から基本方針４

までの４つの基本方針を定めております。 

３７ページでは、本計画の成果指標を掲載しております。国はスポーツ基本計画

において、また愛知県はスポーツ推進計画の中で、いずれも「成人の週１回以上の

スポーツ実施率」を７０％にすることを目標としていることから、本市におきまし

ても、国・県に準じて目標指標を７０％に定めることとしました。 

３８ページをご覧ください。ここでは、基本理念、基本方針、そしてその下にぶ

ら下がる基本施策の関係を「施策体系」として示しております。 

第１次計画からの大きな変更点としましては、スポーツ施設の整備、いわゆるハ

ード整備に関わる内容は、昨年度に策定しました「西尾市スポーツまちづくりビジ

ョン２０４０」に委ねましたので、ソフト施策に特化した計画となっております。 

また、基本方針２「スポーツを通じた交流・つながりづくり」、基本方針４「ス

ポーツによる活力あるまちづくり」が第１次計画ではなかった新しい方針となりま

す。 

これは国のスポーツ基本計画において、『スポーツが社会活性化等に寄与する価

値』をさらに高めるべく施策を展開するとした、いわば、スポーツをまちづくりに

活かすといった国の方向性に沿って新たに盛り込んだ内容となっております。 

３９ページからの第４章では、この「施策体系」に沿って、４つの基本方針のも

とにぶら下がる、「基本施策」「施策方針」を整理したものとなります。 

例えば、４０ページをご覧いただきますと、「基本施策１－１ スポーツ参画人口

の拡大」の下に、「１」高齢者のスポーツ活動の推進」という施策方針があり、さ

らにその下の枠内に【主な取組】を掲載しております。具体的にどのような取組を

実施していくかを整理した計画となっております。 

最終章になりますが、第５章、５１ページをご覧ください。 

ここでは「５－１ 計画推進のための役割」として、計画推進に関係する様々な

主体の役割を整理しております。 

また、５２ページの「５－２ 財源の確保」では、市税のみに頼らない、財源の

確保の検討を記載いたしました。 

そして最後に「５－３ 計画の評価・検証」では、計画期間を５年といたしまし

たので、次回の計画改定の際に施策・事業の内容の見直しを図っていくことを記載

しております。 

なお、今後の策定スケジュールでございますが、本日から２月８日の期間におい

て、パブリックコメントを実施し、そこでいただきました意見につきまして、２月

１６日の庁内検討会議、３月７日の策定委員会で検討し、３月末の公表を予定して

おります。 

以上、その他議題（５）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

教育長 特に質問もないようですので、日程５を終わります。 

教育委員会名義使用として、本日の追加分を含め７件が提出されています。ご確

認をお願いします。 

教育長 この他、何か連絡事項はありますか。 



教育部次長 ２点ご報告をさせていただきます。 

はじめに、さる７日に総合体育館で開催しました二十歳の集いに教育委員各位に

ご出席していただきまして誠にありがとうございました。 

天候にも恵まれた本会には二十歳を迎えた若者が１，３５４人参加し、参加率は

昨年とほぼ同じの７５．９％でありました。 

なお、実行委員の発案により当日会場で能登半島地震の募金活動を行いました

が、一日で１１５，２５０円の募金が集まりました。この浄財については今週１３

日に実行委員が市長に直接手渡すことにしています。 

次に、生涯学習課では、施設利用者の要望が高いことから「みんなの学びチャレ

ンジ（第２期生涯学習推進計画）」のアクションプランとして「若い世代が生涯学

習施設を利用しやすいように、施設のロビーや学習スペースなどに計画的にフリー

Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備する」と定めたことに基づきまして、きら市民交流センター、

一色町公民館に続き、新たに、米津、福地、西野町、八ツ面、鶴城、矢田ふれあい

センターの６施設にフリーＷｉ－Ｆｉを設置し、２月１日から利用を開始します。 

なお、本件については今月末にプレスリリースをするとともに、施設利用者に対

しては施設内にチラシを掲示してＰＲしてまいります。 

報告は以上になります。 

教育長 以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。 

教育長 次回は令和６年２月１４日水曜日 午前１０時００分から、市役所４１会議室で

予定されています。ご予定いただきたいと思います。 

教育長 これをもちまして西尾市教育委員会１月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


